
鳥取県後期高齢者医療広域連合嘱託職員募集要領 

【勤務場所】

  鳥取県後期高齢者医療広域連合 事務局

   （鳥取県東伯郡湯梨浜町大字龍島 500 湯梨浜町役場東郷支所２階）

【職務内容及び採用予定人数】

・後期高齢者医療診療報酬明細書（レセプト）に係る資格確認事務

・医療費集計に関する事務等
１名

【受験資格】

 ○保険医療機関等で医療事務の経験がある方、又はレセプト点検の経験がある方。

 ○パソコン操作のできる方（ワード、エクセル初級程度）。

○地方公務員法第１６条の規定に該当する人（次のいずれかに該当する人）は、受験で

きません。

  ・成年被後見人又は被保佐人 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

【任用期間】 

  平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで。 

  ＊業務の状況などによって翌年度も引続き任用が更新されることがあります。 

（最長任用期間は５年） 

【勤務日数及び勤務時間】 

勤務日数は１ヶ月につき１７日間（月曜日から金曜日の間で調整） 

勤務時間は８時３０分から１７時１５分まで（内、休憩１２時～１３時） 

【報酬等】 

  月額  １２３，７００円 

＊通勤距離片道２km 以上の場合に通勤手当相当額を月額報酬に加算して支給します。 

（交通機関利用者については、１月当たり限度額１６，１００円。自動車等利用者に

ついては、距離に応じて１３，０３３円を限度に支給します。） 

【休暇】 

  年次有給休暇、特別休暇等があります。 



【福利厚生等】 

  健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。 

【選考方法】 

  ・書類審査 

・教養試験及び面接による審査 

【試験日及び試験会場】 

  平成２４年２月２５日（土）  湯梨浜町中央公民館              

【申込方法】 

 ・市販の履歴書（JIS 規格）に必要な事項を記入し、３ヶ月以内に撮影した写真を貼り

付けて広域連合総務課まで持参又は郵送してください。（郵送の場合は、封筒の表に

「受験申込」と朱書してください。） 

 ・申込者には後日受験票を送付します。２月２２日（水）までに到着しないときは、申

込先に問い合わせてください。 

  ＊受付期間終了後に到着したもの及び不備のある申込書は受付できませんので、余裕

をもって申し込んでください。 

  ＊応募書類の返却はいたしませんので、ご了承ください。 

【申込先】 

  〒６８９－０７１４ 

   鳥取県東伯郡湯梨浜町大字龍島 500 

    鳥取県後期高齢者医療広域連合 総務課宛 

【申込期間】 

  平成２４年１月１３日（金）～ ２月１５日（水）午後５時１５分必着 

  ＊受付時間 ８時３０分 ～１７時１５分（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

【合格者の発表】 

  合否については、受験者全員に結果を通知します。 

【問い合せ先】 

  鳥取県後期高齢者医療広域連合 総務課 （担当：三島） 

   電話番号：０８５８－３２－１０９７ 


